
ふるさと納税の返礼品
出品者を募集します

10平成29年4月1日

　町では、ふるさと納税（町に対する寄附金）
をいただいたときに、お礼の品として特産物
をお届けしたり、実際に足を運んでもらえる
よう、施設等のサービス利用券をお送りした
いと考えており、現在、こうした返礼品のリ
ニューアルを検討しています。
　そこで、町内事業所などの皆さんを対象に
説明会を開催します。

期　日　平成29年４月18日（火）
時　間　午後１時30分から
場　所　役場201会議室
対　象　�町内に事務所、事業所を有する企業、

団体、個人事業主のかた

　環境にやさしい自動車の普及を進めるため、新規登録から13年を経過した三輪および四輪の軽自動
車には重課税率が導入されています。
　車検証の「初度検査年月」が平成16年３月以前となっている車両は、平成29年度の軽自動車税に
おいて重課税率が適用されます。税額は以下のとおりです。

※�中古車を購入した場
合、新規登録年月は
車両の取得日ではあ
りません。この場合
も、その車両が最初
に登録された「初度
検査年月」を車検証
で確認する必要があ
ります。

期　間　４月３日（月）～５月31日（水）
時　間　午前８時30分～午後５時15分
　　　　※閉庁日を除く
場　所　税務課（⑦番窓口）
対　象　�土地価格等縦覧帳簿：土地の固定資産

税納税者
　　　　�家屋価格等縦覧帳簿：家屋の固定資産

税納税者
手数料　無料
持ち物　�運転免許証など納税者本人を確認でき

るもの

　平成29年度の土地・家屋にかかる固定資産税
は、平成29年１月１日の現況によって課税され
ます。
　土地・家屋価格等縦覧帳簿は、この現況によ
る評価額などが記載されています。
　この機会に、ご自分の固定資産が適正な評価
であるか確認してください。

問合せ　総務課　財務担当　☎62-1231
問合せ　税務課　課税担当　☎62-1461

軽自動車税の重課税率について

　　　   

車　　種
車検証の初度検査年月

平成16年３月以前 平成16年４月
〜平成27年３月 平成27年4月以降

四
輪

乗用（自家用） 12,900円 7,200円 10,800円
貨物（自家用） 6,000円 4,000円 5,000円
乗用（営業用） 8,200円 5,500円 6,900円
貨物（営業用） 4,500円 3,000円 3,800円
三輪 4,600円 3,100円 3,900円

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

問合せ　
税務課　課税担当
☎62-1461


